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TERAMOTO社会保険労務⼠法⼈（以下、「法⼈」という。）は、当法⼈の事業活動によって影響を及ぼすすべての⼈と
⼈々の⼈権が侵害されることのないよう、国連の「ビジネスと⼈権に関する指導原則」に基づき、ここにTERAMOTO社

会保険労務⼠法⼈⼈権⽅針」（以下、「⽅針」という。）を定め、⼈権尊重の取り組みを推進してまいります。

法⼈は、国連「国際⼈権章典」（世界⼈権宣⾔と国際⼈権規約）、ILO「労働における基本原則及び権利に関するILO宣
⾔」、ILO多国籍企業宣⾔「OECD多国籍企業⾏動指針」などの国際規範を尊重し、国際的に認められた⼈権原則と法規
制との間に⽭盾がある場合には、国際的に認められた指導原則を最⼤限に尊重するための⽅策を追求します。

本⽅針は、法⼈の事業に関わるすべての役職員（出向及び派遣社員も含む。以下「役職員」という。）が適⽤対象となり
ます。

法⼈は、他者の⼈権を侵害しないこと、事業活動上の⼈権に対する負の影響を防⽌、最⼩化することに努めるため、負の
影響の特定、軽減、是正・救済など⼈権尊重に向けたあらゆる取り組みを推進していきます。

1. ⼈権を尊重し、強制労働や児童労働のない事業活動を⾏います。

2. 労働関連の法令を遵守し、適正な労働条件を提供します。

3. 個性と⾃主性を尊重し、⼈種・国籍・性別・年齢・宗教・信条・障害の有無・性の多様性などによる差別は⾏いませ

ん。

4. 職場におけるハラスメントの発⽣を予防し、万が⼀発⽣した場合には迅速かつ適切な対応をとります。

5. 安全衛⽣関連の法令を遵守し、安全・快適で誰もが働きやすい職場環境を提供します。

6. 労働関連の法令を遵守し、労働時間・休⽇・休暇・賃⾦・福利厚⽣・教育訓練などの労働条件を適正に提供します。

7. 労働組合法等の法令を遵守し、結社の⾃由および団体交渉に関する権利を尊重すします。

8. 仕事と⽣活の調和を図り、多様な働き⽅の実現を⽬指します。

9. 社会保障関連の法令を遵守し、医療・年⾦・介護などすべての⼈々の安⼼や⽣活の安定を⽀えるセーフティネットへ

の円滑なアクセスを⽀援します。

10. 事業に関係するすべての⼈々との誠実な対話と協議を通じて信頼関係を構築し、⼈権尊重に向けたあらゆる取り組み

を推進して⾏きます。

1. 法⼈は、本⽅針が事業活動に組み込まれ、効果的に実践されるよう、すべての役職員に対して教育・研修の機会を設

けるとともに、⽇常的な慣習に落とし込み、法⼈の⾵⼟醸成と⽂化形成に努めてまいります。

2. 法⼈が関わる企業（顧問先や関与先）に対しては、本⽅針の根幹である「⼈権に対する基本的な考え⽅」への理解促

進に努め、取組の意義を伝えていくなど、働きかけを⾏ってまいります。

法⼈は、⼈権尊重の責任を果たすため、今後法⼈の事業活動における⼈権への顕在的または潜在的な負の影響を確認し、
優先順位をつけ取り組んで⾏くための仕組みを構築し、これを継続的に実施してきます。
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https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/
https://www.ilo.org/tokyo/about-ilo/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/about-ilo/WCMS_246572/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/about-ilo/WCMS_246572/lang--ja/index.htm
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/housin.html


1. 法⼈は、事業活動が⼈権に対する負の影響を引き起こした場合、または加担したことが明らかになった場合には、適

切な⼿段を通じて、その是正・救済に取り組みます。

2. 取引関係において、法⼈の事業活動が⼈権への負の影響に直接関係している場合は、関連する関係者と協働して、是

正に向けた役割を果たすことに努めます。

3. ⼈権尊重の責任を果たすため、法⼈の事業活動において、万が⼀、⼈権侵害に関わる事案が発⽣した場合に通報でき

る窓⼝の設置など、法⼈では、今後より良い仕組みを構築し、継続的に運⽤していきます。

法⼈は、⾃らの社会的な影響⼒を認識し、「ビジネスと⼈権」に関する期待や課題を踏まえたうえで、事業活動を⾏って

いく必要があります。企業のアドバイザリーや監査を担う社労⼠としての職責を認識し、法的制約に捉われることなく、
⼈権尊重に向けて積極的な役割を果たしうる関係者、あるいは負の影響を与えてしまう関係者を特定し、それらの関係者
に向けた対話や協議の頻度、取組の概要および対話の⽅法を模索しながら、継続的に関係者との対話・協議を続けてまい
ります。

法⼈は、本⽅針の実践状況等を、WEBサイトなどで情報開⽰します。

本⽅針の実践に関する責任は、法⼈の代表社員とします。
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